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各 位 

一般社団法人日本経済団体連合会 

副会長・事務総長 久保田 政一 

  

新型コロナ対策の「基本的対処方針」の変更について 

─自宅療養期間の短縮等─ 

 

政府は、9月 8日に、「Withコロナに向けた政策の考え方」をとりまとめ、「新

たな行動制限を行わず、重症化リスクのある高齢者等を守ることに重点を置い

て、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る方針」を打ち出しました。 

併せて、新型コロナ対策の「基本的対処方針」を変更し、陽性者の自宅療養期

間を一定の条件で短縮するとともに、陽性者が症状軽快後 24時間経過後または

無症状の場合に、マスク着用等の自主的な感染予防行動の徹底を前提に、食料品

の買い出しなど必要最低限の短時間外出を許容すること等が盛り込まれており

ます。 

加えて、イベント開催等における必要な感染防止策も改訂され、大声なし/あ

りのエリアごとに収容率を変えたイベント運営を可能とするとともに、鳴り物

使用の制限に関する文言等を削除しております。 

経団連は、感染の拡大を防止しながら、経済社会活動の活性化に取り組んでま

いりますので、皆様におかれましては引き続き、ご協力のほど、よろしくお願い

します。 

記 

〇 With コロナに向けた政策の考え方 

(政府新型コロナウイルス感染症対策本部/2022年 9月 8日決定) 

https://corona.go.jp/withcorona/pdf/withcorona_policy_20220908.pdf 

 

〇 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

(政府新型コロナウイルス感染症対策本部/2022年 9月 8日変更) 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220908.pdf 

 

〇 「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る

留意事項等について」 

「イベント開催等における感染防止安全計画等について（改定その７）」 

「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入につ

いて（改定その６）」 

 （内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室/2022年 9月 8日) 

https://corona.go.jp/news/news_20220908_01.html 

以 上 
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